
-短報

福島第一原子力発電所事故発生後 1年未満における
訪問看護師としての原子力災害に対する認識

Homevisi住宅nurses'views about nuclear disas町 atless白血ay回 raftぽ Fukushima

村上大介l 木立るり子2 北嶋結2

Daisuke MURAKAMI Ruriko KIDACHI YU KITAJIMA 

キーワード:原子力災害、災害時要援護者、訪問看護師

Key words : nuclear disaster， vulnerable people， visiting nurse 

要旨回目的.原子力施設立地県(道)において、訪問看護師が、福島第一原子力発電所事故を経験した上で、

原子力災害および災害時要援護者への対応について、どのような認識を持ち、対策を検討しているの

かを明らかにする.方法本研究に同意した訪問看護従事者女性 3名を対象とし、半構成的面接法に

よる個別面接調査を実施した.面接内容は録音し、逐語録を作成、内容を分析した.結果:カテゴリー

として【震災の経験が風化する危機感】、【これまで以上の災害を想定した対策を実施する必要性】、【震

災での課題を体制として整備して行く必要性と困難さ】の 3個が得られた.大枠として〔これまでの

災害に対する認識を改め備える必要性を実感〕に集約された.結論 福島第一原子力発電所事故後、

訪問看護師の認識が大きく変化し、原子力災害対策の課題と実現する困難も認識されていることが明

らかになった.時間経過によってこれらの認識が形骸化する可能性があり、その危機感も認識された.

変化した認識を繰り返し想起させる必要があることが示唆された.

I目はじめに

日本における災害対策は、災害対策基本法(昭

和 36年 11月 15日法律第 223号)を基にした、

各都道府県、自治体で定める地域防災計画が存在

し、防災訓練も実施されている。また、災害時要

援護者の避難については、国の定める災害時要援

護者の避難支援ガイドラインがあるロその中で在

宅ケア関連機関は福祉サービス提供者として括ら

れ、情報伝達体制の整備、災害時要援護者の避難

支援計画の具体化、関係機関等の聞の連携等の方

針が示されている。その具体的な支援方法は、各

市町村に任されている状態であり、在宅ケア提供

者が災害時の具体的な活動を実践するためには、

それぞれの事業所で対策を講じる必要があると考

えられる.

自然災害時における看護活動は、平成 7年 1月

17日に発生した阪神・淡路大震災を契機として発

展した。日本災害看護学会が発足し、災害支援ナ

ースなど、災害時の看護支援体制が整えられた lに

その中で、訪問看護は、平成 12年の介護保険法の

施行によって、訪問看護事業所や訪問介護事業所

が明文化され、本格化した。平成 19年 3月 25日

に起きた能登半島地震では、訪問看護事業所にお

ける実践が報告されている。しかし、防災マニュ

アルが機能しなかった例も報告され、多様な機関・

人の連携の重要性が述べられている 2.3.4にまた、
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個人情報の保護に関する法律(平成 15年 5月 30

日法律第 57号)により、災害時要援護者の所在や

状態を把握しにくい現状もあるへそのため、災害

時要援護者の所在、個々の災害時要援護者に対す

る避難時の援護の要点などを掌握している在宅ケ

ア提供者による災害時の活動は重要と考えられる。

平成 23年 3月 11日に起きたマグニチュード 9

の東北地方太平洋沖地震に伴って発生した東日本

大震災では、死者15，868入、行方不明者2，847人(平

成 24年 8月 28日現在)と報告されている 610 こ

の震災は、これまで想定された規模を大きく上回

る災害であったため、災害時十分な対応が困難だ

った場面が報告されている 7.8)。また、これまでに

ない大規模な原子力災害が発生し、飛散した放射

性物質の影響で多くの住民が避難生活を強いられ

た。福島第一原子力発電所事故により、平成 23年

3月 11日に原子力災害対策特別措置法(平成 11

年 12月 17日法律第 156号)に基づく初の原子力

緊急事態宣言が発出された。その後、半径 20km以
内を警戒区域、その外側で放射性物質の累積量の

高い地域が「計画的避難区域」に指定され、その

影響で、 46，295人(平成 23年 7月 14日現的の住

民が福島県外への避難を余儀なくされ、 1年が経過

しでも立ち入りが制限されている地域があるへ

福島第一原子力発電所事故以前の原子力災害対

策は、原子力施設がある自治体で、地域防災計画

の中に、原子力災害について別に定められ、それ

に基づいて原子力防災訓練が行われていた。しか

し、想定されていたのは、原子力施設周囲 5-

10krn圏内の EPZ(emergency planning wne : 

防災対策を重点的に充実すべき地域)の範囲であ

り、福島第一原子力発電所事故を契機に、原子力

安全委員会により見直しが図られ、原子力災害対

策が強化され、より広い範囲に拡大された。これ

らのことから、原子力災害時にも、自然災害時と

同様に各組織が連携し、災害時要援護者を対象と

した活動を展開できることが必要と考えられる。

平成 24年9月に原子力発電所への依存を低減する

方針が政府より示されたが、原子力施設がある限

り、これらの対策は継続する必要がある。

以上のことから、原子力災害に対する認識、原

子力災害対策として必要だと考えていることを、

原子力施設の近隣で働く訪問看護師の視点で明ら

かにすることは、今後の防災システムを構築する
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上で貴重な情報となり、意義があると考える。訪

問看護師は、在宅ケア提供者の中でも対象となる

利用者数が多く、災害時要援護者と直接かかわり

を持つ職種であり、災害時要援護者の実態を把握

している。また、専門職であり、医療・看護の視

点に立った情報提供が可能であることから、得ら

れた情報の信頼性が期待できると考える。

そこで本研究は、原子力施設立地県(道)にお

いて訪問サービス事業所で働く訪問看護師が、東

日本大震災を経験した上で、原子力災害および、

災害時要援護者への対応について、どのような認

識を持ち、対策を検討しているのかを明らかにす

ることを目的とする。

E 方法

l 調査協力者

福島県、宮城県を除く原子力施設立地県(道)

において、研究に同意した訪問看護従事者3名。

2.調査依頼手続き

文書又は口頭で、福島県、宮城県を除く原子力

施設立地県(道)の事業所の責任者に依頼し、同

意を得られた 2名の協力者に同意書を送付しても

らい、連絡をとって面接日程を調整した.また、 1

名の協力者は緊急被ばく医療の研修を受けており、

その機会に口頭で研究の主旨を説明した。後日文

書を送付し、同意書を送付してもらい、連絡をと

って面接日程を調整した.面接時、改めて研究の

主旨を説明し、録音の同意を得て面接調査を実施

した。

3.調査期間

平成 23年7月 11日~同年 11月 19日

4 調査場所

調査協力者の希望に沿って勤務施設の一室で面

接調査を実施した。

5.調査方法

半構成的面接法による個別面接調査を、各協力

者にそれぞれ約 1時間ずつインタビューガイドに

従って実施した。インタビューガイドの内容は以

下の通りである。

1)協力者の背景:スタッフ数・利用者数などの施

設に関する情報、看護師歴、職歴、勤続年数

2)質問事項:自然災害・原子力災害について、

事業所としての取り組みについて、東日本大震

災・福島第一原子力発電所事故について、今必



要だと考えているととについて

6.分析方法

録音データから逐語録を作成して、「震災後、訪

問看護師として災害時対応のために考えたこと・

気付いたこと・行ったとと」の観点から解釈し(コ

一円、解釈が類似しているコードを集約してサプ

カテゴリ一、さらにカテゴリーへと抽象化した。

なお、分析の際には、質的研究を行ってきている

共同研究者と整合性について検討を繰り返し、信

頼性・妥当性の確保に努めた.

7.倫理的配慮

本研究は、弘前大学大学院医学研究科の倫理審

査委員会の承認を得て行った (2011-011)。文書

により調査への参加は自由意思であり、個人情報

保護に細心の注意を払うこと、不参加による不利

益は生じないこと、いつでも撤回が可能であるこ

と、施設や個人が特定されないよう処理すること、

調査で得られたデータは研究目的以外での使用は

行わないことを文書により説明し、面接調査開始

時には口頭で再度説明した後、録音の同意を得て

実施した。

E 結果

1.協力者の背景

3名から同意を得られ面接調査を実施した。病

院を経営母体とする訪問看護事業所と、病院内の

訪問看護部署であり、 3名とも女性であった。そ

れぞれの協力者に 1回ずつ面接を行ったロ以下に

各協力者および事業所の背景と東日本大震災発生

時の状況を示す。(表 1，2) 

①A氏:災害拠点病院の、開設されて聞もない

訪問看護部署に勤める看護師である。原子力施設

からの距離は約 20kmであり、 8月下旬に面接を行

った。利用者数は最大 8人と少なく、利用者は寝

たきりの方が多い。震災発生時は、訪問から帰院

途中であり、停電が発生した。病院へ戻り、家族

の安否確認後、病院内の状況を確認した。その後、

利用者の安否を確認しようとしたが、電話が通じ

なくなっており、安否確認が出来たのは定期訪問

時であった.

②B氏:開設されて 5年未満の従業員 4名の小

規模の訪問看護事業所に勤める看護師である。原

子力施設からの距離は 50km以上離れており、 10

月中旬に面接を行った。利用者数は約 120人で、

精神疾患を持つ利用者であるロ身体的介護を要す

る利用者は多くない。震災発生時は停電や通信障

害が発生したが、病院と連携を取りながら利用者

の安否確認を行い、薬が必要な利用者には訪問し

て届けた。しかし、利用者を訪問した結果ガソリ

ンが不足したため動きが取れなくなった。日本海

側に面していたが、利用者は防災無線の指示を聞

き、個人の判断で避難した方が多く、混乱する利

用者は少なかった。

③C氏:初期被ばく医療機関の病院内にある開

設 9年目の従業員 2.5人の小規模訪問看護事業所

に勤める管理者である。原子力施設からの距離は

5回以内であり、 11月中旬に面接を行った。利用

者は 50-60人である。 24時間体制に変更してか

ら介護度が高い利用者も増加している。震災発生

時は利用者を訪問中だったが、震源から距離があ

り、ライフラインに影響は無かったため、利用者

宅のテレビで状況を確認した。日本海に面してい

るため、海沿い、川沿いの利用者に安否確認を行い、

避難出来る状態かどうかを確認した。近隣の住民

が訪問しており、孤立した利用者はいなかった。

2 協力者の語りから導かれたカテゴリー

面接内容から逐語録を作成し、一つの意味の文

脈をデータとして、「震災後、訪問看護師として災

害のために考えたこと・気付いたこと・行ったこと」

という観点から解釈し、コードからサブカテゴリ

一、カテゴリーへと抽象化した.以下、データをrJ、
コ-1<を[1、サブカテゴリーを<>、カテゴリ

ーを日で示す.

カテゴリーとして、【とれまで以上の災害を想定

した対策を実施する必要性】、【震災での課題を体

制として整備して行く必要性と困難さ】、【震災の

経験が風化する危機感】の 3個が得られ、〔これま

での災害に対する認識を改め備える必要性を実感〕

という大枠に集約された。また、 9個のサブカテ

ゴリーと、 45個のコードが得られた。それらをま

とめたものを表 3に示す。また、 A氏、 B氏、 C氏そ

れぞれの発言をデータとし、自然災害に関するデ

ータと、原子力災害に関するデータ数の内訳を示

した。すべてのデータの合計は 379個であり、 A氏

は 100個、 B氏は 97個、 C氏は 192個であった。

以下に、カテゴリー別に代表的なコ一戸、デー

タを示す。

1)【これまで以上の災害を想定した対策を実施す
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る必要性】

表 1 参加者および事業所の背景

参加者 A氏 B氏

職歴 看護師34年 看護師15~6年
役職 管揮者 ス夕、ソフ

件別 女昨 女 件

面接時期 8月下旬 10月中旬

病院内の訪問看護
事業所の特性 病院内の訪問看護部署

事業所

開設からの期間 I年未満 5年未満

原子力施設

企主笠堕盤
スタッフ数

型星歪室主

特徴

参加者

被災状況

直後の行動

約2倒血

専任1人、兼務4人

最大8人

・寝たきりの方が多い

5010叫L上

4人

約120人
-精神疾患をベースと

した利用者

-介護が必要な方は

それほど多くない

表2.参加者の震災時の状況

A氏 B氏

・訪問から帰る途中に ・停電

地震 ・遮断機が下りたまま

・停電で信号機が消灯 ・避難指示が出た

-避難指示が出た
・津波は来なかった

.そのままー且戻った

.家族の安否確認

・停電していた

-病院内の状況を確認

.電話が通じなくなった

.利用者の安否確認は

出丞主

-優先度の高い利用者

の安否確認

-薬を受け取れない利

用者に薬を届けた

.上司の指示に従い、

利用者を訪問

C氏

看護師10年
笠翠者
五位
斗且主主主
病院内の訪問看護

室茎亙
9年

5回以内

2.5人

50~60人

・老老介護で介護度は

高くない

-24時間体制に変更し

介護度が高くなりつつ

ある

C氏

・訪問中の利用者宅で

地震

-停電等ライアラインに
影響はなかった

・津波は来なかった

.利用者宅のテレピで

情報確認

-定期訪問時安否確認
.震災時の状況を情報

収集

-全員の安否確認は出 ・海沿い、川沿いの利用

その後の行動

利用者の反応

-近隣の助けを借りて

避難したが、家族が

周囲への迷惑を考え

共に帰宅した。

・エアマットの空気が抜

けて家族が布団を敷
いた

-家族が吸引器のリミッテ

リーを充電しに病院へ

来なかった 者に安否確認

-ガソリンがなくなり動き ・全長の安否確認は
が取れなくなった 出来なかった

-それぞれの判断で避 ・孤立した利用者はいな

難した かった(近隣の住民が

・あっけらかんとしていた 訪問)

・事業所に電話を

発言が目立つた。

かけてきた利用者も

いた

このカテゴリーの中に含まれたサプカテゴリー

は<緊急時すぐに動けるような事業所マニュアル

の必要性>、<避難訓練の想定を改める必要性>の

2個で、カテゴリーは【これまで以上の災害を想

定した対策を実施する必要性】とした。 107個の

データが含まれ、主に原子力発電所に近いC氏の

<緊急時すぐに動けるような事業所マニュアル

の必要性>は、データ数は 64個であり、サブカテ

ゴリーの中では 2番目に多い.コードとして[様々

な状祝を想定して対策を考える責任がある]、[緊

急時すぐに動けるように事業所のマニュアルを作

る必要がある]、[原子力災害時のマニュアルを作
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これまでの災害に対する認識を改め備える必要性を実感
自自然災害、原原子力災害

Zニ主堂出塁
B C 

EI l!¥ EI 1亘
3 

表3

様々な状況を想定して対策を考える責任がある

緊急時すぐに動けるように事業所のマニュアル針宇る必

豆単車呈
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るための指針がほしい]、など 5個があり、防災マ

ニュアルを作る必要性は 3人の協力者に共通した

発言だった。原子力発電所の事故に関する防災マ

ニュアルについて発言したのは、原子力施設から

距離の近いC氏であった。

<避難訓練の想定を改める必要性>は、データ

のほとんどが、管理者であり、協力者 3人の中で

訪問看護経験がもっとも長いC氏の発言から得ら

れた。[複数の災害が同時に起こった時どのように

避難したらよいか]、[自治体外へ避難する想定の

避難訓練がされていない]の 2個のコードをはじ

め、 4つのコードが得られた。

2) (震災での課題を体制として整備して行く必要

性と困難さ】

このカテゴリーの中に含まれたサブカテゴリー

は<原子力に関する正しい知識を得るための定期

的な学習機会の必要性>、<事業所以外での避難・

受け入れ体制を整える必要性>、<スムーズな連携

のための努力と個人情報を扱う困難さ>、<組織の

中での独自の判断・行動する困難さ>の 4個で、

カテゴリーは【震災での課題を体制として整備し

て行く必要性と困難さ】とした。 199個のデータ

が含まれ、データ数が最も多かった。

<原子力に関する正しい知識を得るための定期

的な学習機会の必要性>では、データ数 34個のう

ち、 22個のデータが A氏によるものであった。A

氏は災害拠点病院内の訪問看護部署に勤めており、

異動になる以前に放射線医学総合研究所での研修

経験があった。A氏の発言から[原子力に関する正

しい知識を得ることで不安が軽減される]、[一度

の研修では忘れてしまうため定期的な学習の機会

が必要]、などの 3個のコードが得られた。

<事業所以外での避難・受け入れ体制を整える

必要性>では、主にA氏の発言から、[病院にも緊

急時中心となって引き受けられるような体制が必

要]という緊急時の体制、原子力災害の[事故が

起こる可能性を再認識して近隣県の受け入れる体

制を整える必要がある]など病院や近隣県の受け

入れ体制について 5個のコードが示された。

<スムーズな連携のための努力と個人情報を扱

う困難さ>は、データ数が 84個と最も多い.連携

のための努力として、[関係機関との連絡を取り顔

見知りになることでより連携をスムーズにしてい

る]、[家族や近隣の方などのインフォーマルなサ
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ポートとの連携も活用している]、困難さとして、

[個人情報を扱うため情報の共有が難しく連携が難

しくなっている]、[公共機関との連携が必要だが

在宅の理解が得られにくく連携が難しい]が示さ

れ、[関係機関の特徴を活かした情報共有・連携シ

ステムが理想]など、 9個のコードが示された。 3

人の協力者が共通して顔見知りになることが連携

をスムーズにしているという主旨の発言をしてい

た。

<組織の中での独自の判断・行動する困難さ>

では、A氏、 C氏は事業所の管理者であり、経営母

体に関する発言から[母体の体制が定まらず訪問

看護の防災に集中できない]などが得られた。一方、

B氏は管理者ではなく、事業所や上司に対する発

言から[周囲の状況を考慮しない指示に危険を感

じた]、[事業所が体制整備に積極的ではないこと

に不満]などのコードが得られ、合わせて 6個の

コ-)-<が得られた。

3) 【震災の経験が風化する危機感】

このカテゴリーの中に含まれたサブカテゴリー

は<災害時必要な備え>、<認識を改め、災害対策

を再検討する必要性>、<周囲の認識が薄く行動が

見えないことにより自覚した危機感>の 3個で、

カテゴリーは【震災の経験が風化する危機感】と

した。データ数は 73個と少ないが、 3人の協力者

に共通するものが多い。

<災害時必要な備え>では、 3人の協力者はい

ずれも何らかの行動を起としたことを発言してお

り、[災害時必要になる食料・物品を備えるJ[災

害時の連絡手段を備えておく]などのコードが得

られた.また、原子力施設からある程度距離があ

るA氏:..B氏の発言から[時聞がたつと緊急時の危

機感が薄れてしまう]というコードが得られ、合

わせて4個のコードが得られた。

<認識を改め、災害対策を再検討する必要性>

では、A氏、 B氏の発言からは[震災を通して普段

認識していないことを認識するようになった]、原

子力施設が近いC氏からは[災害対策のこれまで

の想定を改める必要を感じた]など 3個のコード

が得られた.

<周囲の認識が薄く行動が見えないことにより

自覚した危機感>では、 B氏は被災地からも原子力

施設からも離れており、[問題としてとらえている

人が周りにほとんどいないことにがっかり]とい



うコードが得られた。 C氏は利用者の避難について

発言しており、[利用者の半数は避難をあきらめて

いる]など合わせて 6個のコードが得られた。

W 考察

1.福島第一原子力発電所の事故後 1年未満での訪

問看護師の認識

3人の協力者は被災地から離れているが、その

語りには、東日本大震災と福島第一原子力発電所

事故の発生が、訪問看護師としての認識に大きく

影響していたととが表れている。導かれた 3個の

カテゴリーは、個人の認識の中では関連しあうも

のであり、さらに、〔災害に対する認識を改め備え

る必要性の実感]に抽象化された。事故後 5ヶ月

半から 8ヶ月の問のインタビューであったため、

このような認識はまだ強かったと考えられる。し

かし、認識は変化し、記憶や実感は薄れていくの

が常である。カテゴリ一同士が関連しているとい

うことを考えれば、例えば、「風化させてはならな

い」という認識を何らかの形で繰り返し呼び起こ

させることによって、個人認識の中での形骸化を

防ぎ、災害対策や体制整備を更新し、常に備える

ことへつながる可能性が示唆される。

事故前と比べて事故後に大きく変化した認識は、

起こりうる自然災害・原子力災害の規模の大きさ、

原子力災害を含む複数の災害が同時に起とる可能

性、原子力災害が現実に起きるという心構えの不

足の 3点である。協力者のように、これらの認識

が変化することによって、緊急時の準備の必要性

が認識され、物品を揃えるなどの行動をとるよう

になった人々がいた.その一方で、同地域の同じ

訪問看護スタッフの中でもそういう行動をとらな

い人たちがいるという発言もあった。

との行動の差について考えてみると、知識の程

度によってその影響に関する認識の仕方が異なる

と考えられる。被災地もしくは原子力施設からあ

る程度離れている場合でも、実際には放射性物質

の影響は、北海道や関東までの広範囲にわたって

いるのだが、その影響を正しく認識できるかは、

放射性物質に関する知識によると考えられる。逆

に、原子力施設から比較的近い場合は、有事の時

の避難経路の制限、備えても役に立たないという

諦め、放射性物質汚染により持ち出しができない

という状況に陥る可能性などを知っているからこ

そ、むしろ行動に移さない人もいると考えられる。

2.訪問看護師の語りから見えた原子力災害時の

課題

東日本大震災直後、被災地の範囲内にある訪問

看護事業所では、用意してあった防災マニュアル

は役に立たず、スタッフ聞の連絡調整もうまくい

かず、各自の判断でとりあえず行ける利用者のと

ころへ行く、という状況であったことが報告され

ている4に協力者によると、被災地から離れてい

る訪問看護事業所でも、停電による通信障害の発

生により利用者との連絡が取れない、訪問車の燃

料補給ができないなど、震災による影響は大きか

った.そのため、防災マニュアルが作成されてい

る事業所でも想定を改める必要があることが明ら

かである.加えて、原子力災害に関しては指針が

示されていない。原子力発電所から 5km以内の事

業所で働く協力者からは[原子力防災時のマニュ

アルを作るための指針がほしい]という希望があ

った。

訪問看護事業所における原子力災害時のマニュ

アルを作成するにあたり、いくつかの課題が提示

された。個人レベルでは、原子力災害に関する知

識の獲得と維持に関する課題、施設レベルでは上

位組織の中での防災対策の課題、そして、各事業

所をこえた連携上の課題であった。これは協力者

が、経営母体が病院である訪問看護事業所および

部暑で、責任者として働いていることによる特徴

と言える。

1)原子力災害に関する知識の獲得と維持に関する

課題

原子力災害時のマニュアル作成や有事の時に対

応できるためには、放射性物質に関する知識が求

められる.協力者は、原子力災害において特徴的

な放射性物質などの知識について、不足している

と話した。主にA氏から以前は積極的に研修へ派

遣されていたのが、ここ数年派遣されなくなった

ことや、それにより知識が不確かになることが話

され、福島第一原子力発電所の事故、およびその

後の報道などを適して実感し、正しい知識とそれ

を得るための機会に繰り返し参加する必要がある

と認識したと考えられる。原子力災害時の看護の

役割として、専門性を生かし、心の健康と通常の

生活と健康を支援するための活動が重視されても

よいという提案もされており、そのために放射線
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の健康影響に関する基本的な知識が前提となると

指摘されている 10)。これらのことから、放射性物

質などの正しい知識を学習できる場の提供と、職

場での派遣体制が望まれる。

被ぱくの可能性があっても利用者を訪問するか、

という質問に対する協力者の答えは、状況にもよ

るが訪問する、というものだった。ケア提供者自身

の身を守るため、その判断を適切に行うためにも、

放射性物質に関する知識は不可欠であると考えら

れる。

本研究における協力者は、被ばく医療や放射線

に関する研修へ参加するなど、原子力災害に対す

る関心が高い可能性があり、そのため、放射線に

関する正しい知識とそれを得るための機会に繰り

返し参加する必要があるという認識へとつながっ

たと考えられる。

2)訪問看護事業所の経営母体組織下の課題

訪問看護事業所は、病院を経営母体とした訪問

看護事業所であったり、病院内の一部署であった

り、独立した会社経営であったりと、その組織は

多様であるが、小規模な事業所が大多数である。

そのためマニュアル作成や防災訓練にあたっては

困難があることも提示された。必要性は理解して

いるが、利用者の数に対してスタッフの数は少な

く多忙である現実から、日々の業務における防災

対策やマニュアル化、訓練等の優先順位は下位と

なり、実際に整備することが難しい状況に対する

葛藤があるととも示されている只協力者の 3人と

も、病院を経営母体としているため、院内組織の

ーっとして事業所の方針が左右される現実から、<

組織の中での独自の判断・行動する困難さ>が示

された。とれは、病院を経営母体としているが故

の特徴であると考えられるが、災害時の利用者の

ことも重要視される理解が必要である。

3)各事業所をこえた連携上の課題

災害が発生した場合、訪問看護事業所の持つ情

報を活かし、優先度の高い利用者の安否確認が最

優先される。しかし、各自の判断で行動した場合、

二次災害に巻き込まれる恐れがある10. さらに、

ケア依存度の高い利用者には複数の在宅ケア関連

機関がかかわっている現状から、安否確認が偏り、

優先されない利用者が取り残されることが危倶さ

れる。スタッフと利用者双方の安全を守るため、

また、緊急時の混乱を防ぎ、効率の良い訪問を行

50 日本放射線看護学会誌 VOL.1 NO.1 2013 

うためにも、通信障害を考慮した事業所ごとの防

災マニュアルだけでなく、訪問看護事業所聞での

連携マニュアル、ひいては訪問看護と訪問介護の

事業所聞など、在宅ケア関係機関同士での連携も

必要であると考える。

<スムーズな連携のための努力と個人情報を扱

う困難さ>では、 3人の協力者が共通して、顔の

見える関係を作るように努力していた。適切な連

携が取れれば、より早く多くの利用者をリストア

ップでき、効率の良い対応ができる可能性が高く

なる。また、インフォーマルサポートも活用され

ており、近隣住民の声掛けや協力があり、利用者

が孤立することはほとんどなかったととも共通し

ていた。このような連携は今後も継続していく必

要があると考えられる。

一方で、 UPZ(Urgent Protective action plan-

ning Zone:緊急防護措置計画範囲)の範囲内では、

利用者のみならず、周辺の全住民が避難する必要

があるが原子力施設に近いC氏の住む地域でも[自

治体外へ避難する想定の避難訓練がされていない]

状態であった。また、先に述べたように、地形の

特徴から避難が困難となっている現状もあり、 C氏

は強い危機感を抱いていた.UPZの設定に伴い、

受け入れる病院そのものが圏内に入ってしまう状

況もあるため、自治体内で災害時に発生する患者

の対応を全て行うととは困難である。乙のととが

利用者の受け入れ体制を整える必要性を認識する

要因となったと考えられる。さらに、 C氏の面接時

期は UPZが設定される方針が示された後であり、

距離が近いととも影響し、より強い認識へつなが

ったと考えられる.また、 C氏が事業所の責任ある

立場にあるととも要因と言える。

自治体聞の連携を示す例としては、全国に先駆

けて、島根県松江市、出雲市と鳥取県米子市、境

港市の聞で結ぼれた EPZ圏外における原子力安全

協定がある 12)。このような動きが他の原子力施設

立地県(道)及びその周辺自治体に拡大して行くこ

とが望ましい。他県においても市街地が近い原子

力発電所も存在する。避難方法については、事業

所だけで対応できることではなく、有事の際に自

治体や公的機闘が在宅ケア提供者の持つ情報をど

のように活用できるのかも含めて検討するべき今

後の課題であると考える。

また、[公共機関との連携が必要だが在宅療養に



対する理解が得られにくく連携が難しい]ととも

挙げられた。平時から連携を取ろうと努力してい

ても、個人情報を扱うため、自治体や公共機関な

どとの十分な情報共有が難しく、必ずしも連携が

取れてはいない状況がある13.14)。

災害時、 1つの訪問看護事業所に可能なことに

は限界があり、事業所同士、在宅ケア関係機関も

含めた地域でのネットワーク整備、自治体(区・都・

国)主導でケア提供施設が動けるような連携を図

れるのが理想とする報告や15.16)、より多くの人々

と連携することが、利用者の安全を確保し、被災を

軽減できる手段ではないかという提言があった 17)。

また、システムのひとつとして、災害時要援護度

マップが提唱されている。これは、災害時要援護

者が多く暮らしている地域を、避難支援の優先度

や緊急度に応じて色分けして地理情報システム上

に表示し、一目でわかるようにしたものだが、こ

れを実現する為には、行政内での情報と、自治組織、

介護保険事業者などの情報共有の必要性が述べら

れている 18)。

以上のことから、東日本大震災以前に想定され

た防災マニュアルや避難訓練では、複数の災害が

重なった場合や、原子力発電所事故発生時には対

応が難しい現実が認識され、【これまで以上の災害

を想定した対策を実施する必要性】、【震災での課

題を体制として整備して行く必要性と困難さ】が

あるという認識につながったと考える。原子力施

設が存在する以上、これまでの災害に対する認識

を改め備える必要性を実感した、その認識を持ち

続ける必要がある。協力者の持っこれらの認識を

在宅ケア関係機関が共有し、繰り返し呼び起こさ

せることにより、記憶を維持・強化することで、

常に備えられる可能性が示唆された。

V 結論

福島第一原子力発電所の事故後 5ヶ月半から 8

ヶ月の期間で、被災地とは離れている訪問看護師

3人の認識を調査したところ、訪問看護事業所に

おける今後の原子力災害対策にあたって以下の結

論が得られた。

1)【これまで以上の災害を想定した対策を実施す

る必要性】から、福島第一原子力発電所の事故

が個人認識に大きく影響し、個人で可能な非常

用の物品を準備する等の対策を行っていたこと

が分かった。しかし、事故後の行動には個人差

がみられ、放射性物質等に関する知識が影響す

る可能性が示された。

2) 【震災での課題を体制として整備して行く必要

性と困難さ】から、対策として放射性物質等の

正しい知識を継続して学習できる環境、災害時

に訪問看護の機能を優先できる組織体制、事業

所をこえた災害時の連携体制が望まれるが、訪

問看護事業所の特性や個人情報保護の観点から

の困難さも認識していたことが分かつた。

3) 【震災の経験が風化する危機感】から、原子力

発電所事故の記憶や、それによる影響から変化

した認識を維持・強化する必要があり、対策と

して反復して想起する必要があることが示唆さ

れた。そうすることで個人認識の中での形骸化

を防ぐことができ、結論1)、 2)と関連し、原

子力災害に対し常に備えることへつながる可能

性が示唆された。

羽研究の限界と今後の課題

本研究は同意を得られた研究協力者が3名と人

数が少なく、協力者の所属する事業所又は部署が

病院を経営母体としていること、原子力災害への

関心が高い可能性があるととから、結果に偏りが

生じている可能性は否定できない。また、役職、

事業所の距離、インタビュ一時期などの条件が、

それぞれの認識に影響を与えていると考えられる.

研究協力者が少ない背景には、事故後 1年未満と

いう社会的に安定しない時期での研究であったた

め、協力者が得られにくい状況があったと考えら

れる。

今後は、時期をあらため、対象とする協力者数

を婚やし、上記の偏りを減少させると共に、原子

力施設のない自治体への調査を実施し、比較を行

いたい。
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